
①節電実行計画の履行
・昼休み時間の照明の消灯

・エレベータの2ｱｯﾌﾟ･3ﾀﾞｳﾝは特別の場合を除き禁止

・冷暖房使用設定温度の徹底、業務終了前（１０～３０分を目安）の冷暖
房器具停止

・パソコンのスタンバイ（スリープ3～5分設定）モード・画面輝度（40％）の
設定、OA機器・実験機器等の作業時間外の電源OFF

②建物の省エネやZEB（ﾈｯﾄ・ｾﾞﾛ・ｴﾈﾙｷﾞｰ・ﾋﾞﾙ）化及び創エネを含めた施
設整備の推進、設備・備品等の省エネ機器への更新

③エネルギー使用量の把握・周知・増加原因確認及びその改善

④実験機器･OA機器の省エネルギーモード設定、使用時間を縮減等の節
電の徹底

水資源の有効活用
【ＳＤＧ６､１２】

水使用量の削減に努める 節水の推進
①節水機器への更新
②機器の適切な水量設定
③使用量の把握・周知・増加原因確認及びその改善

①グリーン購入法適合物品の調達、電動車の採用、LED照明の導入

②エネルギー調達（再エネ調達、温室効果ガス排出係数抑制）、建設事
業等による環境配慮契約の推進

③エシカル消費の普及

①両面・集約等の機能によるコピー等の徹底

②電子会議推進、事務手続きの簡素化・電子化

③古紙のリサイクル、用紙・封筒の再利用

①ゴミの分別と５Ｒ（Reduce削減、Reuse再利用、Recycle再資源化、
Refuse不要品を買わない・もらわない、Repair修理して長く使う）の実施、
Renewable（再生可能資源等）への切替

②ゴミ排出量の把握と減量化

③食品ロスの削減（推進月間10月）、フードバンク支援の普及

④化学物質使用量等の削減と適切な処理

⑤落ち葉、家畜排泄物を堆肥としてリサイクル

2 環境貢献技術の創出 環境に関する研究
【ＳＤＧ１～１７】

地球環境にやさしい研究開
発の推進

省資源・省エネルギー、地球環
境保全等に繋がる研究開発の
推進

①地球温暖化に対する緩和策としての省資源・省エネルギー及び再生可
能エネルギー、廃棄物抑制、気候変動による自然災害への適応性（防災･
水資源･食･健康等の脆弱性改善）、環境保全、生物多様性の保全、生物
資源の持続可能な利用などの研究の促進

①実験・講義の中で廃液処理教育の実施

②省エネルギー及び環境配慮活動に関する教育の実施

①ポスターの掲示等による啓発活動、省エネ週間のパトロール実施（7・
12月中の平日5日間を部局内で設定する）

②地球温暖化対策に関する情報提供、及び研修･講演会等の参加推進

③クールビズ･ウォームビズ通年対応､エコドライブの推進

④ワークライフバランスの確保（計画的な定時退勤（期間中は同時にライ
トダウンを実施し、冷暖房の利用に併せ7月のクールアースデーの週と12
月の地球温暖化防止月間は取組を強化する（特別な行事を除く））、休暇
の取得、テレワークやウェブ会議システム活用等）

①屋外環境整備の充実、キャンパス・クリーン、除草作業・植木の剪定

②放置自転車の抑制及びリサイクル

①環境配慮活動の広報活動、Ｗｅｂなどを活用した環境情報の発信

②環境配慮に関する公開講座やセミナーの開催

①地域クリーン作戦への参加

②環境に関する国民運動やぶちエコやまぐち県民運動等への参加

グリーンケミストリーの推進 化学薬品等の使用量の削減 ①実験・業務計画の見直し

化学物質の適正管理の徹底
化学物質取扱者への教育・訓
練の徹底

①説明会、講演会の開催、参加

下水排除基準、排水基準の
遵守

化学物質及び排水・廃液の適
正管理

①実験・研究室等の巡視による適正管理の徹底
②実験排水･生活排水･雨水の適正管理の徹底
③実験廃液の適正管理と回収の徹底

大気汚染防止
【ＳＤＧ３､６､１２､１３､１４､１５】

フロン漏洩防止
大気排出基準の遵守

フロン排出抑制法に関する第一
種特定製品（業務用空調機器、
業務用冷凍冷蔵庫等）の適正
管理
自家発電装置等の大気排出基
準による適正管理

①第一種特定製品の定期点検の実施
②第一種特定製のフロン算定漏えい量の確認
③ボイラー、自家発電装置の適正な運転・管理

産業廃棄物の処理
【ＳＤＧ３､６､１１､１２､１３､１４､１５】

産業廃棄物の適正な管理と
処理

産業廃棄物の適正な管理と処
理

①廃棄物マニュフェストの適正な管理と処理

①環境マネジメント体制の円滑な運用

②環境マネジメント体制による行動計画の履行、実施状況の点検・報告
（環境目標実施計画書の運用と取組の活性化）
③組織内への数値目標・実績等の周知、エネルギー・水使用量の点検及
び増加原因究明と改善

　この「環境目標と行動計画」は、本学の「環境マネジメントに関する規則」や「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する取組方針」（省エネ法）及び「地球温暖化対策
に関する実施計画」（温対法）に則して、環境の保全、エネルギーの抑制、その他環境に配慮した事業活動の管理・運営に関する方針として定めるとともに、国連の掲げるSDGs（持続可能な開発目
標）及び、政府の2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指した取り組みに賛同し、事業所全体・組織・構成員（教職員・学生等）一人ひとりが自身の課題と解決方法であることを認識
して全員参加で取り組むものとする。

グリーン契約
【ＳＤＧ９､１２】

グリーン契約の推進に努め
る

グリーン調達比率１００％
環境配慮契約の普及

6
環境マネジメントシステ
ムの整備・充実

環境配慮の取り組みのための
管理体制
【ＳＤＧ１１､１３､１７】

管理体制による適正な活動 管理体制による適正な活動

5 法規制の遵守

化学物質の管理
水質汚濁防止
【ＳＤＧ３､６､１２､１３､１４､１５】

職員・学生の自主活動による社
会・環境貢献
【ＳＤＧ１３､１４､１５】

4 地域との協調・コミュニ
ケーション

地域との触れ合い
【ＳＤＧ４､１０､１３､１７】

環境美化運動の促進
緑化の推進及び一斉清掃の実
施

関係者に対する環境情報の
提供

各種媒体を通じた環境情報の
発信

職員・学生の自主活動による環
境貢献

地域貢献活動の推進

実験排水の適正な処理の徹底
教育・研究等による環境マイン
ドの向上

3 環境モラルの醸成

環境美化
【ＳＤＧ６､１２､１３､１４､１５】

廃棄物の抑制
【ＳＤＧ３､６､１１､１２､１３､１４､１５】

環境教育
（環境基礎，環境教育カリキュラ
ムの充実）
【ＳＤＧ４､１３】

職員への環境教育の徹底 職員への省エネ意識の啓発

森林保護
【ＳＤＧ１２､１３､１５】

温室効果ガス排出抑制
【ＳＤＧ７､９､１１､１２､１３】

学生への環境教育の徹底

環　境　目　標

紙使用の減量化に努める

2030年度の温室効果ガス排
出量を2013年度比で46％削
減を目指すこととして、第４
期中期計画（2022～2027年
度の期間）においては2013
年度比で38％削減を目指す

紙使用量の削減とリサイクルの
推進

エネルギー消費量を対前年度
比及び５年間平均原単位変化
１％以上の低減に努める

廃棄物の削減とリサイクルの推
進

廃棄物の減量化に努める

1
事業活動における環境
負荷の低減

中　　期　　目　　標 単 年 度 目 標 行 動 計 画分　類　【SDGs指標】

環境対策スローガン「あなたの行動で私も変わる みんなも変わる 地球も変わ

環境マネジメント対策推進会議承認（2026.2.18）


